
大和市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年４月１７日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第３９号 

大和市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則（昭和４４年大和市規則第２１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１社会福祉協議会、運営費、職員雇用費の項中「社会福祉法人大和市社会福祉協議会事務

局規程（昭和５２年和社協規程第４号）第２条に規定する」を「社会福祉法人大和市社会福祉協議

会の組織等について定める同協議会の規程の規定により置かれる」に改める。 

第６号様式を次のように改める。 



第６号様式（第１１条関係） 

 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


